
平成19年12月橋本市議会定例会会議録（第５号）の５ 

平成19年12月13日（木） 

                                           

（午後１時１分 再開） ○議長（中上良隆君）経済部長。 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

○経済部長（仲 完治君）平成19年度におけ

る九重農免道路の工事請負費として1,200万

円を計上しておりましたが、現地の再調査を

行いまして、必要とする工事費につきまして

は実施設計750万円となりましたので、450万

円を減額いたします。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

                     

 日程第27 議案第１号 平成19年度橋本市

一般会計補正予算（第４号）に

ついて ○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

○議長（中上良隆君）日程第27 議案第１号 

平成19年度橋本市一般会計補正予算（第４号）

について を議題といたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、８

款、土木費、９款、消防費、42ページから51

ページまで、質疑ありませんか。  これより質疑を行います。 

 便宜、補正予算説明書により歳出から款別

に行います。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）43ページの道路維持に

要する経費、冬季の氷雪による路面凍結を防

ぐため、融雪剤の撒布手数料及び融雪剤の購

入費の計上ということなんですけども、路面

凍結を防ぐためというのは毎年のことだと思

うんです。それが、この12月の議会で補正に

なっているということは、何か理由があるん

でしょうか。 

 補正予算説明書の平成19年度一般会計補正

予算（第４号）の12ページをお開きください。 

 まず、１款、議会費、12ページから13ペー

ジまで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、次

に、２款、総務費、12ページから23ページま

で、質疑ありませんか。 ○議長（中上良隆君）建設部長。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○建設部長（坂本信良君）特に理由はござい

ませんけれども、例年12月補正で計上させて

いただいておるということで、本年度におき

ましても計上させていただいたところでござ

います。 

○議長（中上良隆君）ないようですので、次

に、３款、民生費、４款、衛生費、22ページ

から37ページまで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、次

に、６款、農林水産費、７款、商工費、36ペ

ージから43ページまで、質疑ありませんか。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 ５番 中西峰雄君。 

○５番（中西峰雄君）今の件で、基本的な考

え方だけ教えていただきたいんですけども、

融雪剤の配布といいますか、使用の基準なん

ですけども、どういう基準で融雪剤を使用さ

れているのかということにつきましてお尋ね

したいと思います。 

 16番 中谷晉君。 

○16番（中谷 晉君）38ページの６款10目の

450万円減額されてある件、これどういう内容

か教えてほしいんですけど。九重農免の減額

予算。 
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 といいますのは、この地域は冬に一度、二

度は雪が積もるというのは通常のことでござ

いまして、そういう場合にどう対処していく

かということの民の守備範囲と、そして官の

守備範囲をどのように考えて運用されている

のかということについてお尋ねいたしたいと

思います。 

○議長（中上良隆君）建設部長。 

○建設部長（坂本信良君）融雪剤の配布につ

きましては、例年、例えば谷奥深等が主な対

象になるわけでございますけれども、各地区

の区長より要請のあった場合については、市

のほうからその場所へ配置するというのがご

ざいます。撒布につきましては、地区の皆さ

ま方で撒布をしていただくと。 

 もう一つは、橋本警察より、積雪、凍結等

の通行障害が発生した場合に要請がございま

して、その場合につきましては、市の直営と

いうことで建設課、管理課の職員が凍結する

主要なところについて、凍結防止剤を撒布す

ると。 

 もう一点は、委託ということで、市内の３

業者につきまして、13の主要路線の凍結防止

剤の撒布をお願いしているところでございま

す。 

○議長（中上良隆君）５番 中西峰雄君。 

○５番（中西峰雄君）大変運用が難しいとこ

ろはあろうかなというふうに思うわけでして、

主要な幹線の市道につきましては、交通障害

等を起こしていますので、市による撒布とい

うことは必要かと思うんですが、中には、こ

ういう地形的に言いましても、１軒、２軒の

お宅が車で出てくるのに、雪が積んでおって

出てこれないので欲しいというのもかなりあ

ると思うんです。これに対して市が行政サー

ビスとして配布をしていく、していっている

んですけども、今現状、区長さんの要望を受

けまして、このことについては、基本的なお

考えとしては、今の運用でいいというふうに

お考えかどうかということだけお聞かせ願え

ますか。 

○議長（中上良隆君）建設部長。 

○建設部長（坂本信良君）現在、言われまし

たような運用で実際やっておりますので、そ

のような形でしていただければというふうに

思います。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）同じところなんですけ

れども、予算の立て方として、毎年12月に補

正しているから今年も12月だということなん

ですけれども、そもそもこの１年間の予算の

立て方という中には、当初予算で必要なもの

は全部盛り込むべきではないかと思うんです。

初からわかっていることであれば。そうで

なかったら、 初の予算の審議のときに１年

間を見通すということもできなくなりますし、

来年度からどうされるのかちょっとわかりま

せんけれども、必要な経費はすべてやはり当

初に組むべきなのではないでしょうか。 

○議長（中上良隆君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）ご質問にお答えい

たします。 

 原則としてはそうでございます。議員おっ

しゃるとおりでございます。特に、補修用材

料費につきましては、これ塩化カリウムを買

う費用でございますけども、当然、前年度の

在庫等が発生いたします。当初から予算額を

計上するにも、在庫等をやはり勘案した中で、

小限に抑えたいという財政課の考えでござ

います。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、10

款、教育費、52ページから61ページまで。 

 21番 上久保君。 
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○21番（上久保 修君）59ページ、お願いし

ます。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）21番 上久保君。 

 教育文化会館の管理に要する経費の減額補

正、277万4,000円。これは耐震診断の委託料

の減額ですが、どういった理由なのか。 

○21番（上久保 修君）まず、教育文化会館

の管理運営に要する経費ですが、これは今ご

説明があったので理解できるんですが、予算

の段階で、やはりそういうのは前もってわか

っているはずなんで、56年以前の建物につい

ては一次診断からやるのが普通なんでしょう

けども、その建物の構造上、いきなり二次診

断をやって、改修のほうに移らないかんとい

うことについては、当初からわかっておった

ん違うかなということで、なぜこんなところ

で上げていて、ここで減額の補正をするのか

なという、それちょっと疑問に思ったので質

問させてもらったんですけども、当然これ二

次診断から入るということであれば、危ない

と、可能性があると。改修のほうにもいくわ

けですので、そこら辺の部分について、この

277万4,000円の費用については、二次診断に

いった場合にその差額として、これは全く一

次診断だけのあれであって、例えば一次診断

やります、二次診断やります、そしたら新た

な費用がいるわけでしょう。そしたら、この

277万4,000円というのは、二次診断から入っ

た場合は全く必要ないというのか、そういっ

た経費を削減したという考え方でいいのかな

というような、それが一つ。 

 それと、その下の東部コミュニティセンタ

ーの管理運営に要する経費の57万7,000円、当

初予算よりも電気代として上げておられる理

由について。 

 もう一つ、産業文化会館の管理に要する経

費の増額の86万6,000円。これは、主に賃金の

雇い上げ料の臨時・嘱託の部分ではわかりま

すけども、利用の頻度とかというのは聞いて

いるんですけども、合併になってからもいろ

いろと利用はあるんですけども、その売り上

げについては多少のいろんな減免とかそんな

ものがあって、なかなか売り上げが上がって

いないということを聞いているんですけども、

そこら辺、三つをちょっとお聞きしたいと思

います。 

○議長（中上良隆君）教育次長。 

○教育次長（岸田茂利君）１点目の教育文化

会館の耐震診断委託料の277万4,000円につき

ましては、今年度、耐震診断、一次診断をす

る予定でございましたけども、一次診断して

も、56年以前の建物ですので、判定は、次に

二次診断を行わなければならないということ

は想定されましたので、一次診断はやめて、

来年度、二次診断にいこうという格好で減額

をさせていただいております。 

 それと、東部コミュニティセンターの場合

に、よく、利用されているのがあまり多くな

いというご指摘とかもあるみたいで、そんな

中で、こんなところで電気料がプラスの補正

になってきてというのは、当初からそういう

のを読んでおられなかったのかなというよう

な、そういう疑問があるんですけど、来年度

の予算に対しての、やっぱり何と言うんか、

ここら辺が僕、もうちょっと理解できひんの

やけど。 

 それから、東部コミュニティセンターの57

万7,000円の電気料につきましては、主に土日

なんですけども、当初の計算よりも利用頻度

が増えておりますので、電気代の増額をお願

いしたいということです。 

 それから、産業文化会館の賃金ですけども、

これも貸し館業務の増によりまして、職員の

時間外をお願いしているところでございます。  あと、もう一つは、産業文化会館の部分に
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ついてもそうなんです。高野口町の町立の場

合は結構頻度があって、売り上げというか、

あったんですけども、割と利用があるにもか

かわらずあまり売り上げになっていないと。

まして、ここで雇い上げ料があるということ

は、またその部分でも差し引きを引くと、結

局貸し出ししている部分とこういった経費を

引いたら、存続して、やっぱりこれどんな運

営をしているんよという話になってきた場合

に、どういうふうに考えてはるんかなという

ふうに思うんですけど、大いに雇い上げ料が

増えたということはいいことというふうに僕

は受けとめているんやけども、そこら辺の説

明というんか、はっきりわかっているんであ

れば、ちょっと教えてほしいですね。 

○議長（中上良隆君）教育次長。 

○教育次長（岸田茂利君）１点目の耐震診断

の経費については、議員のご質問のとおりで

す。ですから、一次診断しても、二次診断、

丸々の経費はかかります。ですから、一次診

断の分、二次診断に来年移行しますと、今年

減額した277万4,000円が丸々削減できるとい

う、ご指摘のとおりです。 

 それから、コミュニティセンターの電気料

の読みということなんですけど、これは、ま

だ開館して、オープンしてそんなに年数がた

っておりませんので、利用の読みというのは

非常に難しいところがあるんですけども、開

館しましてから前年度並みに予算をいただい

ておったんですけども、前年度に比べて今年

度好評で、利用実績が若干上がってきている

という格好で、電気料が不足してきたという

ことをご理解いただきたいと思います。 

 それから、産文のことにつきましてですけ

ども、高野口町時代は売り上げが上がってお

ったと、なるほど高野口町時代では減免規定

がございませんでして、合併してから合併協

議の中で、橋本市の例にならって社会教育団

体等についての減免規定を設けておりますの

で、その分は若干下がっているということで

すけども、利用実績については遜色なく上が

ってきております。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）55ページ、小学校費の

小学校建設に要する経費の部分でちょっとお

尋ねします。 

 これ、高野口小学校の問題かと思うんです

けれども、今回、設計変更委託料340万円、こ

れが計上されておるんですが、今までの報告

の中で、職員室を校務センターの中に置いて

おくのは望ましくないというようなお話があ

って、これは多分、体育館、プールとあわせ

て、校務センターについても設計変更するた

めの費用かなというふうに理解をするんです

が、その一方で、当初予算で校舎等新築工事

費９億3,600万円計上されておる分ですね、こ

れ今回補正の対象になっておらないんですが、

この設計変更の結果を受けて、増額なのか減

額なのかわかりませんけれども、再度これ補

正をしていくというお考えなのか、お聞かせ

いただけますでしょうか。 

○議長（中上良隆君）教育次長。 

○教育次長（岸田茂利君）設計変更委託料の

340万円につきましては、今年度支出見込みと

いう格好で計上させていただいておりまして、

設計変更に伴いますのは、債務負担でお願い

しております890万円と合わせて設計変更に

要する経費はトータル1,230万円でお願いを

したいと考えております。ですから、この340

万円につきましては、大ざっぱに言いますと、

ご指摘のございました体育館、プールの配置

変更に伴う主な設計費用というふうにとらえ

ていただいて、それから、残りの債務負担で

お願いしている890万円については、木造旧校

舎の内部と職員室等々の見直しの設計変更料
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というふうにご理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 16番 中谷晉君。 

 それから、工事請負費、当初の９億3,600

万円、ここで上がっていないかというご指摘

やと思うんですけども、これはこのままちょ

っと置いておかせていただきまして、今年度

設計変更で委託をしております体育館、プー

ルの配置変更に伴いまして、今あります町民

体育館、あるいはプール等をとにかく解体せ

な、建てられないという格好が生じてまいり

ますので、今年度に工事着手をやりたいと思

っておりますので、まだ工事費はさわってお

りません。 終的に、３月でまた減額等のお

願いをさせていただかないかんかなというふ

うに考えております。 

○16番（中谷 晉君）ちょっとだけ。関係委

員でございますのであまり突っ込んで質問し

たら失礼にあたりますので。平成17年度のこ

とでちょっと触れたいんですけど、54ページ

の、今、瀧議員が質問したのと同じ委託料の

件ですけど、平成17年度の決算審査特別委員

会の委員長報告の中で、校務センターについ

ては非常に単価的に高額な設計をされている

ので云々という報告があったと思うんです。

それの実施設計ができたら議会に提示して

云々ということになっておったように思うん

です。それは関係委員会に提示していただい

たら結構だと思うんやけど、設計変更という

名称で上がってきておるので、単価的に340

万円というのはちょっと安いな、どないかな

と思ったんですねけど、今次長の報告で1,230

万円云々ということですので、それは妥当性

はあると思うんですけど、そこら辺、現設計

ができて変更になるのか、まだそれができて

いないのか、その一点だけ。予算がついてい

ますのでお聞きしておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）だいたいわかるんです

けども、そうしましたら確認なんですが、こ

の校舎等新築工事費というのは、校務センタ

ーで使うというよりは、とりあえず当初予算

で確保をしている分について、これプールと

か体育館の解体とか、そっちへの流用を考え

て、このまま現時点においては置いておられ

ると、そういう理解でよろしいですか。 

○議長（中上良隆君）教育次長。 

○教育次長（岸田茂利君）まず、１点目の校

務センターの決算でなしに、当初の予算審査

特別委員会の話やと思うんですけども、単価

が高いというご指摘はいただきました。それ

で、見直しをしてご報告という格好で進めて

おったわけですけども、ご存じのように請願

等が来まして、一時保留になったと。その中

で、先ほどですけども臨時の文教厚生委員会

のほうへご説明申し上げましたように、 終

的な教育委員会の方針としましては、見直し

をしまして、校務センターは新築しないとい

う方針を立てました。 

○議長（中上良隆君）教育次長。 

○教育次長（岸田茂利君）流用というのでな

しに、工事費はそのままさわらずに執行させ

ていただきたいと、解体工事費のところで。

体育館、プール、校務センターの新築につき

ましては、見直しの中で３月で減額をさせて

いただきたいという意味でございます。もと

もと体育館の解体工事費も含んでの９億

3,600万円ですので、それは執行させていただ

いて、新築の部分については一旦また３月時

点で減額させていただいて、当初予算でまた

新たなお願いをするかという考え方になろう

かと思います。 

 それから、設計はできておるかということ

ですけども、基本的には体育館、プールは設
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計ができておりますので、それを活用して配

置の設計変更を行いたいと。それから、校舎

につきましても、おおむねできておるんです

けども、それの見直しを20年度にかけて設計

変更をやっていきたいという格好で、トータ

ル1,230万円の設計費用を、変更額をお願いし

ているところでございます。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、歳

出を終わります。 

 引き続き、歳入に入ります。 

 ４ページをお開きください。歳入全般につ

いて行います。 

 質疑ありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）９ページをお願いしま

す。８ページ、９ページ。 

 20款、諸収入の５項、雑入の中で、生活保

護法63条返還金が450万円、生活保護法78条返

還金150万円というのが計上されております。

生活保護法を確かめてみますと、63条は「被

保護者が、急迫の場合等において資力がある

にもかかわらず、保護を受けたときは、保護

に要する費用を支弁した都道府県又は市町村

に対して、すみやかに、その受けた保護金品

に相当する金額の範囲内において保護の実施

機関の定める額を返還しなければならない」。

これは、何らかの事由によって、きのうも一

般質問の中でありましたけども、14日以内に

保護の開始を決定するかしないかというよう

なことがあったと思うんですが、多分その14

日より以前に、緊急に何らかの保護開始決定

をしなければならなかったケース。ただし、

その場合に、保護人が資力があったために後

日返還させたということかなという解釈をす

るんですが、それでいいのか。 

 また、78条、こちらは「不実の申請その他

不正な手段により保護を受け、又は他人をし

て受けさせた者があるときは、保護費を支弁

した都道府県又は市町村の長は、その費用の

全部又は一部を、その者から徴収することが

できる」。これに基づく返還金が、今回150万

円という計上がされておると思うんですが、

まずは、こういった事例、今回出てきておる

んですけども、内容は結構なんですが、要は、

これは不正な支給があったために返還を求め

て、返還されたためにこの歳入に入ってきて

いるのかどうか、ちょっと確認させてくださ

い。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）まず、生活保

護法63条返還金ですけれども、これは議員お

っしゃるとおり費用返還義務です。例えば被

保護者が、年金受給ですとか保険金の取得、

あるいは介護扶助による償還金の支給を受け

たとか、後に何らかの収入が確認できた場合

に、その部分は収入と認定できますので、そ

の分を返還してもらうというものです。 

 それと、その下の78条返還ですけれども、

これが不実の申請、まさしくそのとおりで、

不正な手段により保護を受けたということで、

就労収入があったのに、あるいは預貯金があ

ったのに申請の時点でそれを隠していたと、

そういった場合、後で判明した場合、その不

正受給した部分について返還をしてもらう部

分です。この部分については、きのうの一般

質問でもありましたけれども、今回の高野口

の事件で、大阪の業者が引っ越し費用を不正

に、不実の申請をして詐取しておりますので、

その部分についてはここに入ってきます。 

○議長（中上良隆君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）わかりました。そした

ら、きのうの件とはこれ、別やと思うんです

が、こういったケース、例年どれぐらいある

ものなんですか。過去３年とか５年とかで、
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わかる範囲であれば教えていただきたいとい

うことと、きのうも80人の保護者に１人のケ

ースワーカー、これ国の定める基準やという

ことなんですが、今後、そのチェック体制と

か、どういうふうに指導されていかれるおつ

もりなのか、その見解だけお答えいただけま

すでしょうか。 

 ここの市債の部分でございますけども、ま

ず総務債としまして退職手当債、そして教育

債のほうでも退職手当債が補正されてござい

ます。これについてお尋ねするんですけれど

も、本年度合計が総務債、退職債で12億3,200

万円と。教育のほうは一体いくらになってお

るのかということも聞きたいんですが、この

12億円という金額が退職金のいかほどになる

んですか。というのは、この退職金をすべて

この退職債で賄ったという解釈でよろしいん

ですかということですね。通例、５億とか６

億ぐらいの退職金は出ておるんです。今回、

今年は勧奨等による退職が多くて、退職金が

増えたと。それの段取りができなかったので

退職金を借りたというんであればいいんです

けども、そうでないとしたら、私はいささか

この財政運営について、市長の姿勢に大いな

疑問を感じますので、ちょっと説明をお願い

いたします。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）まず、63条の

件ですけれども、これにつきましては、平成

17年度は８名、端数処理しますけども33万

7,000円です。18年度につきましては12名で、

約96万3,000円。19年度、現在途中ですけれど

も11名、530万円です。 

 78条につきましては、17年度、１名で３万

6,000円。18年度については３名、16万円。19

年度については８名、144万5,000円です。 

 対応については、それぞれの受け持ちの担

当ケースワーカーが、保護開始のときについ

ては聞き取り、あるいは生命保険会社へ生命

保険の加入があるか、あるいは各銀行へ預貯

金等の調査をしておりますけれども、家族と

か友人とかのお金の借り入れとか、あるいは

年金を担保に借り入れている場合もあります。

それらについても一応調査しますけれども、

やっぱり申告がなかったら非常にわかりづら

い部分があります。行く行くはいろいろケー

ス訪問等でわかってくるんですけれども、そ

れらについては、事実をきちんと申告するよ

うに指導しておりますけれども、わかってい

た部分についてはすぐ返還してもらうという

ことで、基本的にはあってはならないことや

と思うんですけれども、指導を徹底していく

しか方法がないんかなと思っております。 

○議長（中上良隆君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）中西議員のご質問

にお答えいたします。 

 退職手当債でございますけども、12億円全

体がすべて退職手当債ではございません。今

回12月補正で計上させていただきました総務

管理債として、退職手当債３億1,920万円が市

長部局での退職手当債でございます。それか

ら、教育総務債として4,960万円が教育委員会

部局の退職手当債でございます。合計でいた

しますと、３億6,880万円が退職手当債という

ことになります。 

 退職金総額を申し上げますと、市長部局で

定年、勧奨合わせて22名でございまして、総

額５億9,355万3,000円でございます。教育委

員会部局が５名で１億1,942万3,000円でござ

いまして、市全体といたしましては27名、７

億1,297万6,000円になります。でございます

ので、そのうち３億6,880万円の退職手当債を

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 ５番 中西峰雄君。 

○５番（中西峰雄君）10ページ、11ページを

お願いいたします。 
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借りるということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、歳

入を終わります。 

 それでは、歳入、歳出全般について行いま

す。 

 質疑ありませんか。 

 10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）全般ということですの

で。 

 きょうの午前中にも、市長専決処分で債務

負担行為補正の中で、あけぼの団地の火災修

理工事ということで3,500万円という形での

専決処分があったんですけども、これはこれ

でいいんですけども、問題は、僕、今回の補

正予算に、これに関する、火災じゃないけど

も、補正の中で予算が上がってきていないの

がものすごく不思議やなと。やっぱりこの火

災が起こった原因があると思うんです。やっ

ぱりその原因を突きとめて、消防署がちゃん

とやってはると思います。じゃ、それの改善

策というのが見えてきたと思うんです。それ

に関して今回上がってきていないというのは、

ほっておくんですかと。一事が万事、いっぱ

いありますわね、ほかにも。まして、今回の

火災の場合は水をかけたということで、当然

そうですけども、下の階が、出火元じゃない

ところが被害を受けて財産を失ったと。そう

いうふうなことを二度とせんためにも、やは

り行政がもっと早急な対応を考えて、私とし

たら、ここへ何らかの対応策が出てきておか

しくないんじゃないかなと思っている。 

 例えばもうじき法令化するんかな、非常の

警報装置。じゃ、ああいうのは全部ついてい

るんですか。それは指導だけでいいんですか。

市営住宅であれば標準で装備していかなあか

んのかもわかりませんわね。じゃ、それを、

火災が起こったから早急にやるという、そう

いうところがあってもいいとは思うんです。

それに対して何も対応を打っていないような

ことを思います。火災というのは、人の命と

財産を失う大きな問題になる可能性がありま

すので、その対応がないんですけども、その

辺のところのご説明をお願いいたします。 

○議長（中上良隆君）建設部長。 

○建設部長（坂本信良君）ご答弁をさせてい

ただきます前に、このたびのたび重なるあけ

ぼの団地の火災につきまして、議員の皆さま

方にご心配なり、またご協力をいただきまし

たこと、この場をお借りいたしましてお礼を

申し上げたいと思います。また、地元神野々

区長さまを始め、区民の皆さま方にいろいろ

とご協力をいただいたことをあわせてお礼を

申し上げたいというふうに思います。 

 では、ご答弁をさせていただきます。 

 対応策という話でございますけれども、対

応策については、出火原因は、１件は不明、

１件はたばこの不始末ということで、住宅管

理の立場といたしまして、早急にビラを作成

いたしまして、全戸配付してございます。こ

のような「住宅火災の予防のお願い」という

ことで全戸配付してございます。 

 それから、もう一点、火災報知器の問題で

ございますけれども、このことにつきまして

は、段階的に各戸に設置するというところで

計画を立てているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中上良隆君）10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）火災報知器に関しまし

てですけども、対応に関しましては、ビラを

配っていただいて皆さんに周知を問いかける

ということは、僕はそれはそれで結構です。

やはりある程度のもの、ここへ言っているよ

うに補正予算で予算をつけるぐらいの、そう
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いう、部長、急いでやる。あれ大したことな

いですよね、ご存じのとおり１個数千円です

わ。それをつけることによって１戸でも２戸

でも火災が抑えられれば、１戸で済んだらよ

し、出さないのがいいんですけども、早期発

見によって。そういうことの早期対応という

のは、僕はやっていただきたい。ここへ補正

でぽんと出て、あけぼの団地の火災を経験に

行政はすぐ動いたんだと、安全のために頑張

るんだと、そういうふうな意図が見えてこな

ければ駄目なんですけれども、今やってくれ

るということなんで。 

 そして、もう一つ、あれは義務があるんで

すか。市営住宅を管理運営する行政として、

つけなければいけないという義務があるか、

もしあるのであれば、本当にこれからこの予

算に対してしっかりつけていただけるように

お願いしたいということで、その一点の、義

務があるかないかの質問、答弁よろしくお願

いします。 

○議長（中上良隆君）建設部長。 

○建設部長（坂本信良君）義務はございまし

て、20年度から予算計上させていただく予定

をしております。 

○10番（平林崇行君）できるだけ早くお願い

します。 

○議長（中上良隆君）24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）今、平林議員が質問し

たあけぼの団地の件でお伺いしたいと思いま

す。 

 この火災２件起こして、私、神野々に在住

する地元の１人として、消防署を始め職員の

皆さま方に大変ご迷惑をかけ、お手伝いをい

ただいたこと、また議員各位にもご心配をか

けたこと、地元の１人として御礼と感謝を申

し上げたいと思います。 

 この債務負担行為補正の中で、私は専門家

ではございませんので素人なりにお聞きした

いんですが、もし私の質問が愚問であればお

許しいただきたい。この中で110万円、工事管

理委託というのが計上されておるが、おそら

く僕の推測するのには、これは専門家の建築

士に依頼する委託費であろうと理解しておる

んですが、これ間違ったら間違っているで答

弁していただきたいんですが、何せ２回しか

質疑ができませんので。 

 その中で、3,500万円の修繕費が出ておるん

ですが、この程度の管理なら、今市役所の中

で恐らく建築士の資格を持っている方がおら

れると、こういうふうに理解しておるし、多

分おると思うんで、その人たちで、この程度

のものでは業者に委託するのではなく職員で

できないのかということ。これをお聞きした

いと思いますので。僕が間違っておったらご

めんなさいよ。これちょっとお聞きします。 

○議長（中上良隆君）先に平林君に言おうと

思ったんですけども、専決処分の中で処理さ

れていることなので。 

○24番（中西 健君）それやったら、それを

先に言うてもうたら。だから、愚問やったら

お教え願いたいということで。 

○議長（中上良隆君）そういうことでご理解

願います。 

○24番（中西 健君）これはまた別でお話し

します。 

○議長（中上良隆君）５番 中西峰雄君。 

○５番（中西峰雄君）歳出で聞きもらしたと

いうか手を挙げ損ねたんですけども、19ペー

ジで、市税徴収に要する経費というのがござ

います。これ補正予算、直接お尋ねするわけ

じゃないので、それが許されるかどうかちょ

っとあれですけども、もし許されるのであれ

ばお聞きしたいのは、今、市税徴収にかけて

いる経費はいかほどになっているのかなと。

それで、体制もちょっと説明をお願いしたい

なと。市税徴収の体制を強化していただきた
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いというのはずっと思っておりまして、今年

も一般質問等でしたんですけども、今の体制

と経費と、それからこの間もちょこっとお話

出ましたけど、来年度の徴収の体制、特に戦

力についてどういうふうされるのか、尋ねら

れたら教えていただきたいのが一点。 

 ２回しか言えませんので、もう一点言って

おきます。衛生費です。これもここでお尋ね

するのが適当かどうかあれですので、もし適

当でなかったらそう言っていただけたらと思

うんですけども、先ほどの火事の後始末の件

なんです。 

 どうも火事が起こるたびに、火事の焼け跡

の残物の処理をクリーンセンターでしてほし

いというのが出てきているみたいでして、こ

れは今までどういうふうに過去、取り扱いを

されてきたのか、そして、今後どないしてい

くんかということと、それと、ほかの自治体

で一体どういうふうに処理されているのか。

というのは、火事を出されて、そして焼け跡

の整理をするときに業者にそれを委託されま

すと、産業廃棄物ということになるそうなん

ですね。産業廃棄物になりまして、クリーン

センターいっぱいの処理をするところでは、

それを処理できないというようなこともあっ

て、なかなかそこがしっくりいかんというん

ですかね、ということがあります。全国的に

もこれものすごく問題がある、全国的に一体

どないなっておるんかなというところも含め

て、ちょっと教えていただけたらと思います。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）まず、市税徴収に

かかっている全体の経費ということなんです

が、ちょっとお時間いただきたいと思います。

調べておりませんので、集計する必要がござ

いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それと、体制のほうなんですけれども、体

制につきましては、ご存じの徴収嘱託員制度

を廃止いたしまして、現在は正職員なり臨時

職員ということで徴収強化に取り組んでおる

という状況でございます。きのうの一般質問

もいただいたわけですけれども、今の体制の

中で頑張っていかなければならないんですが、

固定資産等でも徴収率が10年来落ち込んで、

不納欠損額も落ち込んできておりますので、

そのやり方といいますか、人数の問題もある

んですが、やはりそういう中の資質の向上と

いいますか、訪問から役所の方へ口座振替等

で納めていただくというような推進を取り組

んでいきたいということを考えております。 

 それから、差し押さえ等につきましても、

悪質滞納者の方につきましては強化していく

中で、専門的な知識、法的な解釈も必要にな

ってまいりますので、そういう研修会への出

席も積極的に取り組んでおると。今現在、県

の回収機構のほうでも、短期スタッフの派遣

ということで今現在１名が３カ月単位でおり

ますので、そうしたことで強化のほう、やり

方も検討してまいりたいと思っております。 

 それから、もう一点あったのを、私、質問

聞き逃したんですが、恐れ入ります。 

○議長（中上良隆君）５番 中西峰雄君。 

○５番（中西峰雄君）指摘させていただきま

す。 

 今の体制、戦力というのは、要するに能力

もあるんでしょうけども、人員の数ですね。

職員の数が現在一体どうなっておって、将来

的にはこれを増強していただきたいと個人的

には思っておるんで、その辺はどういうふう

にお考えですかということ。 

 それと、経費がいくらこの徴収にかかって

いて、人件費部分がいくらかかっていてとか、

その辺を教えていただければありがたいし、

他市と比べてどうなのかということもね。 

○議長（中上良隆君）副市長。 
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○副市長（清原雅代君）収納のほうの職員に

つきましては、以前は徴収嘱託員制度をとっ

ておりまして、当初正職でいく時点では、そ

の職員数から２名を減じた４名で、当初徴収

嘱託員６名おりました。４名の体制の正職で

いく予定をしておりましたが、いろんな人員

配置の中で当初３名しか配置できておりませ

ん。期の途中で10月でしたか、１名増員した

んですけれども、その１名につきましては３

カ月間派遣をいたしまして、また１月から引

き続き別のサイクルで３カ月間派遣をいたし

ますので、税の回収機構のほうへ派遣をする

予定をしておりますので、実質昨年と比べま

して３名減の状態で収納課としては回ってい

るような状況でございます。それは、非常に

少ない中でいろんな成果を挙げていただくた

めにご苦労いただいていると思っております

ので、増加はしていかなければならないとい

うふうには考えております。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）納税課の体制でご

ざいますけれども、全部で正職員11名の体制、

課長を含めまして11名で取り組んでおります。

係につきましては、管理納税係と滞納整理係

の２係ということでございます。 

○議長（中上良隆君）市民部長。 

○市民部長（名迫文一君）火事の後始末の処

理についてですが、まず、クリーンセンター

での取り扱いという第１点目のご質問ですが、

これは一応廃材を前提としたことでお答えを

させていただきたいと思います。 

 まず、基本的には火災保険にほとんど入ら

れていると思いますので、ほとんどの場合に

はこの火災保険で対応していただいていると

いうのが通常でございます。ご質問の火災保

険に入られていない場合の対応ですが、業者

に全部お願いするというような場合について

は、議員ご指摘のように産業廃棄物等の扱い

になります。クリーンセンターで取り扱いで

きるのは自己搬入と。自分が車等でその廃材

等を搬入する場合については、これは一般廃

棄物という形で処理はさせていただきます。

そういう取り扱いをさせていただいている現

状でございます。 

○議長（中上良隆君）５番 中西峰雄君。 

○５番（中西峰雄君）市税徴収の職員の体制

としては大変貧弱なんじゃないかなと。市が

企業誘致とか人口増とかを図って、歳入を図

っていくということも大事なんですけども、

一番直接的に歳入増を増やせるのはここなん

ですよね。銭もうけのできる場所はここなん

ですよね。ここにやはり戦力を入れていただ

きたいなと。この滞納整理が４人とかで、こ

れはいかに考えても少な過ぎる。それで6,000

件とかいうような滞納処理というのは、まず

不可能だと思いますんでね。ぜひとも次の春

には体制の強化をお願いしたいと思います。 

 それと、今の焼け跡と焼けぼっくいの処理

ですけども、実際のところ、周辺市町村はど

うしておるんかなということを、ちょっとほ

んまに真剣に調べてほしいなと思うんです。

というのは、よく言われるのは、よその町は

皆とってくれとるがなと。私もそう言われて

困っていたんですけどね、実は。よその町は

そんなん、皆町やら市やらでとってくれて、

焼いてくれておるで。橋本だけ何でとってく

れへんのと言われるんです。 

 過去にも、名前言ったら差しつかえあるの

で言いませんけども、ある方が、こんなこと

を言ったらあれやけど、ちょっと家の造作を

直しておって、 初はご本人が自分のところ

のごみやと言って持っていったと。実際のと

ころは業者に改築工事を頼んでおったんです

けども、１回目は行ったんやけど２回目は業

者が持っていったと。業者が持っていったら、

クリーンセンターにノーと言われたと。当然
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の話なんですけど、そんなこともございます。 

 とにかく、実際焼け出されて困っておられ

る部分で、住民の感情としては、それぐらい

は市でやったれよという方が多いんです。本

音のところ。だから、ほかのまちでそういう

取り扱いが普通であるのであれば、本市もや

っぱり考えていく余地があるし、考えていか

ざるを得ないんじゃないかなというふうに思

いますのでね。過去の事例を、これも言って

ええんかどうかわかりませんけども、そうい

う処理も実際されていたようです。だから、

十分研究していただきたいなと思うんで、そ

の点だけ、していただけるかどうかだけ、お

返事お願いします。 

○議長（中上良隆君）市民部長。 

○市民部長（名迫文一君）この問題につきま

しては、私もインターネット等で調べた経過

がございます。これの処理につきましては一

般廃棄物扱いもできるというネット上の意見

があるのを私も知っております。ただ、現在、

橋本市としては、法上は、先ほどおっしゃら

れましたように業者が持ち込んでくる部分に

ついては産業廃棄物と考えざるを得ないとい

うところで、先ほど説明させていただいた取

り扱いをしておるんですが、他自治体ももう

一度詳しく調べさせていただいて、対応でき

るようなところについては一応研究をさせて

いただきたいと思います。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

 11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）ページ数で言いました

ら４ページになると思うんですが、地方交付

税なんですが、うちの場合でしたら特例債を

発行したりいろんなことをすると、交付税算

入の部分がありますので、特殊要因というこ

とでその分は増えてくるという形になります

が、その特殊要因を除いた部分で来年度の方

向がそろそろ出ていると思うので、地方交付

税、今年に比べて来年度何か変化があったか

どうか、その点教えてください。 

 それと、もう一点、まとめていきます。退

職手当債、これは11ページなんですけども、

その退職手当債を活用するにあたっての条件

的なもの、言ったら何％充当するのかとかあ

るのかないのか。もう一つは、どこにいくら

ぐらいの金利で借りて、どのぐらいの返済条

件があるのかとか、その辺ちょっと教えても

らえたら。そして、金利のほうは、入札した

ら安なるんやったら、入札で安くして、借り

られるところがあったら借りたらええなと思

いますので、できるかできないのか、その辺

を含めてちょっと教えてください。 

○議長（中上良隆君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）岩田議員のご質問

にお答えいたします。 

 まず、地方交付税でございますけども、平

成20年度、来年度の地方交付税につきまして

は、現在、まだ国におきまして地方財政計画

が決まっておりません。全国市町村に何ら提

示もされておりませんので、どういうことに

なるかというのは現在のところお答えはでき

ません。 

 それから、退職手当債でございますけども、

退職手当債の計算方法でございますけども、

退職時の退職見込み額に、それをラスパイレ

ス指数で割りまして、さらに前年度の給料総

額を差し引きまして、国が定める退職手当率

を掛けると。若干ややこしい計算になるんで

すけども、その計算に基づいて出したのが３

億6,880万円ということになります。 

 それから、退職手当債の発行に際する手続

きになりますけども、基本的には市中銀行か

ら借るということになりますけども、当然入

札による手続きをとらせていただきます。従

来からすべての市中銀行、旧縁故債と言われ

ておる分ですけども、それについては、すべ
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て入札による手続きで、 低利率で落札した

金融機関に受けていただいておるということ

になっております。 

 この際、２時15分まで休憩いたします。 

（午後２時２分 休憩） 

                     

 以上でございます。 （午後２時15分 再開） 

○議長（中上良隆君）11番 岩田君。 ○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 ○11番（岩田弘彦君）済みません。償還期間

だけ教えてください。何年ほど。  日程に従い、議案審議を行います。 

○議長（中上良隆君）財政課長。  総務部長。 

○財政課長（北山茂樹君）３年据え置きの12

年償還、15年ということになろうかと思いま

す。 

○総務部長（中山哲次君）恐れ入ります。先

ほど５番議員で答弁を保留させていただいた

件、ご答弁させていただきます。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。  市税徴収に要する経費といたしまして、平

成19年度９月末現在で835万円の経費、ただし、

先ほど申し上げました今現在の11名の人件費

は含んでおりません。なおかつ、平成18年度

で予算化していただきまして、平成19年度へ

の繰越事業として予算されております滞納整

理システム3,000万円は別途ございます。です

から、滞納整理システムが完成した段階で機

構の強化、徴収の強化を図ってまいりたいと

考えております。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第１号に

ついては、委員会への付託を省略いたしたい

と思います。 

 これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。  以上でございます。失礼しました。 

 よって、委員会への付託を省略することに

決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第１号 平成19年度橋本市一

般会計補正予算（第４号）について を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 
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